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　消費税の改正や事業承継税制など、我々税理士を取り巻く環境は日々変化し、複雑なものになっています。専門家で
ある我々税理士はこのような状況下で的確な判断・対応を求められています。
　従来より、税理士の資質の維持・向上のため、研修制度の一層の充実を図ることを目的に、税理士法第39条の２に

「税理士は、所属税理士会及び日本税理士連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければなら
ない。」と努力義務が規定されています。また、東海税理士会研修規則第５条では、税理士会員は一事業年度に36時間
以上の研修を受けなければならないと定め、研修受講は義務化されています。
　研修部では、会員一人一人が高い意識をもって積極的に研修を受講し、自己の業務改善と資質の向上を図ることが、
納税者等からの複雑かつ多様化した要請に対応することを可能にし、ひいては国民に信頼される税理士制度の発展に
資するものと確信しております。
　会員の皆様におかれましては、日々の業務に追われ大変お忙しいことと思いますが、是非この研修ガイドブックをご
活用いただき、東海税理士会の全会員が36時間以上の研修を受講されることを研修部員一同、切に願っております。

平成29年12月  東海税理士会  研修部一同
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1.研修の種類1.研修の種類

会場受講

自由参加

マルチメディア
視聴

インターネット配信
DVD等を利用する研修

受講方法

Ⅰ 会員研修

Ⅰ 会員研修

原則
本人が
申請

受講
時間
に
算入

Ⅱ 認定研修

Ⅲ その他の研修

Ⅳ 上記以外の研修

研修の種類

受講
時間に
算入され
ません



2

研 修 の 種 類

研修規則第４条 （研修の科目）

１ 税理士法その他職業倫理に関するもの　2 租税法及び会計に関するもの
３ 公益的業務に関するもの　　　　　　　４ 情報処理に関するもの
５ 法律、経済、経営その他税理士の業務の改善進歩及び資質の向上に役立つと認められるもの

会員研修 （研修細則 第２条第１項第１号～第５号）
次の者が主催、共催又は後援する研修をいいます。
① 東海税理士会（以下「本会」）

② 日本税理士会連合会（以下「日税連」）

③ 所属支部又は所属支部を含む複数の支部

④ 本会以外の税理士会（以下「他会」）又は所属支部以外の支部（受講する会員があらかじめ
主催者の承諾を得たもの）

⑤ 東海税理士協同組合等の本会又は連合会に関連する団体（以下「関連団体」P14.Q3参照）

Ⅰ

認定研修 （研修細則 第２条第１頂第６号、第４条）
本会が認定した研修で次の研修（案内に「東海税理士会認定」の記載がある）をいいます。
① 大学、公的機関又は税務関連学会が実施する研修

② 民間の企業又は団体等が実施する研修

③ 民間団体のうち税理士が主宰し、本会が認定した団体が実施する研修

Ⅱ

その他の研修 （研修細則第２条第１項第７号、第５条、第６条第２項、第７条）
上記Ⅰ、Ⅱのほか、本人から申請があった次の研修で、本会が必要と認めた研修をいい
ます。（１事業年度合計18時間を限度とします）
① 大学、公的機関又は税務関連学会及び民間団体が実施する研修で認定を受けていない
もの

② 日本弁護士連合会、日本公認会計士協会その他の士業団体が実施する研修

③ 他会が認定した研修

④ 一定の研修の講師を務めたときは「その他の研修」とみなして、当該研修時間の３倍の
時間を受講時間に算入します。

Ⅲ

上記以外の研修 （自由参加）
研修の内容が研修規則第４条に規定する研修の科目に当てはまらない研修、一般の
経理担当者等を対象とする研修は受講時間に算入されません。

Ⅳ



クリックすると
ログイン画面が
表示されます

ユーザー名：tokaizei
パスワード：go

ユーザー名、パスワード
入力後、クリックします

研修会のレジュメは
こちらからダウンロード
出来ます

クリックすると
研修受講管理システム
サイトのログイン画面が
表示されます
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2 -1.  会場型研修…研修の申込み方法2 -1.  会場型研修…研修の申込み方法

① 「研修会参加申込書」により申込む方法
東海税理士会報に同封の「研修会参加申込書」に登録番号･所属支部名･
お名前を記入頂き、東海税理士会事務局へファックスを送ってください。

② 「研修受講管理システム」より申込む方法
研修受講管理システムは、本会ホームページの「会員専用ページ」の中に
あります。

ＦＡＸ番号 ０５２－５６１－２８６６

東海税理士会ホームページ　http://www.tokaizei.or.jp/

※画像はWindows 8
　Internet Explorer のものです

本会ホームページの
トップページから
「ログイン画面」へ
入ってください

ここから研修会受講の
申込みをします
また、研修会のレジュメ
ダウンロードもここで
出来ます

「研修受講管理
システム」からの
受講申込み



研修一覧 ＞ 会場型
研修をクリックして
ください

「一覧へ」を
クリックしても
進めます

登録番号は6ケタで
入力します
初期パスワードは
生年月日8ケタです

例：1951年8月25日
　  →19510825

※次回以降のログインは、ここで設
定した新しいパスワードが必要に
なります。忘れてしまわないように
控えておいてください。
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「研修受講管理システム」では、
　①研修会の申込み　②マルチメディア研修の視聴
　③受講履歴の確認　ができます。

初回だけ、パスワード設定画面が表示されます

ログイン画面が
開くので、初回は
パスワードに生年月日
を8ケタで入力します

パスワードの
設定画面にて
新しいパスワードを
ご設定ください

「研修受講管理
システム」ログイン後
のトップ画面です



研修会タイトルをクリック
すると詳細情報が表示さ
れます

申込みされる場合は
ここをクリックしてく
ださい

ここをクリックし
その後「はい」を選択
します
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受講可能な研修会が
直近の開催日順で
表示されます

申込みは以上で
完了です



クリックするとレジュメ
のダウンロードが出来
ます

レジュメのダウンロード
をする研修会を選択して
クリックします

ここをクリックして
ダウンロードして
ください
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会員専用ページで
研修会のレジュメの
ダウンロードをして
ください

現在ダウンロード
できる研修会の
レジュメ一覧が
表示されます

レジュメのダウン
ロードをします

レジュメの
ダウンロード

2 -2.  会場型研修…レジュメのダウンロード2 -2.  会場型研修…レジュメのダウンロード



①「internet explorer」 
    と入力します

② ③
アイコンを右クリックし、
ショートカットを登録します。
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3 -1. マルチメディア研修…視聴方法3 -1. マルチメディア研修…視聴方法

Windows10でのマルチメディア研修の視聴について
Windows10 では標準ブラウザとして「Microsoft Edge」が設定されておりますが、
「Microsoft Edge」ではマルチメディア研修を視聴いただだくことができません。

つきましては、「Internet Explorer」のご利用をお願い申し上げます。

「Internet Explorer」を使用の際は下記の手順もご参照ください。

① 画面左下の検索ウィンドウに「internet explorer」と入力します。
② 検索結果一覧に表示された Internet Explorer のアイコンを「右クリック」する
とメニューが表示されます。

③ メニュー内に表示された「タスクバーにピン留めする」「スタート画面にピン留め
する」など、アクセスしやすい場所に Internet Explorer のショートカットを登録
します。

④ 登録したショートカットからInternet Explorerを起動してください。



研修一覧 ＞ マルチ
メディア研修（日税
連）をクリックしてく
ださい

「一覧へ」を
クリックしても
進めます

「視聴サイトを開く」を
クリックしてください

視聴したい研修会
タイトルをクリック
してください
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▼ 研修受講管理システムのログイン方法はP３参照

マルチメディア研修は
インターネットまたは支部事務局からＤＶＤ等を借りて受講することができます。

このページでは、インターネットからの視聴方法を説明します。



研修資料が PDF で
ダウンロードできます

視聴 or研修資料をダウン
ロードする際、下記のユー
ザー名とパスワードを入力
します

視聴したいパートを
クリックしてください
視聴画面が表示され、
研修が始まります

※１つのパートの視聴を終了
したら本ページに戻り、次の
パートをクリックし視聴して
ください。

ユーザー名：taxnz
パスワード：taxnz
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視聴後、
４ケタの研修確認コード
が表示されます。受講記録
登録の際に必要となりますの
で、各自で記録して下さい。
研修受講管理システムにて
受講登録を行います。

視聴後、
４ケタの研修確認コード
が表示されます。受講記録
登録の際に必要となりますの
で、各自で記録して下さい。
研修受講管理システムにて
受講登録を行います。



クリックして
登録画面に
進みます

受講日と研修会
確認コードを入力
してください
※①の場合は自動
入力されます

研修会タイトル
等を入力し、
視聴した研修を
検索できます

登録は以上で完了です。

クリックします

研修一覧 ＞ マルチ
メディア研修（日税
連）をクリックしてく
ださい

申請をクリックします

クリックします
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3-2.マルチメディア研修…受講記録の登録方法3-2.マルチメディア研修…受講記録の登録方法

① 視聴後、すぐに登録する場合① 視聴後、すぐに登録する場合 ② 受講後、登録までに期間が空いた場合
or ＤＶＤ等で視聴した場合

② 受講後、登録までに期間が空いた場合
or ＤＶＤ等で視聴した場合
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4. 受講時間認定申請書の提出方法について4. 受講時間認定申請書の提出方法について
（研修細則実施要領 第 17条）（研修細則実施要領 第 17条）

マルチメディア研修
日税連研修ホームページにて公開され
ている動画、又は税理士会（関連団体を
含む）が行った研修が収録されたDVD
等を、個人で視聴された場合

他会主催の研修
名古屋会、東京会、近畿会など主催の
研修

研修受講管理システムトップ画面
（P4）＞自己申請のバナーに掲載
しています。印刷してお使いくださ
い。また、記載例はP12に掲載して
いますので、 記入方法をご確認の
上、お間違いのないようお確かめ
ください。

※内容が分かるものを
必ず添付してください。

参加した
研修会の
開催案内
など

研修受講時間認定申請書
（第6号様式）

一事業
年度に
つき

18時間
まで

上限
なし

なし

本会認定研修以外の研修のうち、
大学等及び民間団体が実施する
研修

他会によって認定された認定研修

研修会の講師を務めた場合
研修会の 3 倍の時間を受講時間とし
て認定いたします。

以下の士業団体が実施する研修
弁護士　公認会計士　弁理士
司法書士　不動産鑑定士
中小企業診断士　社会保険労務士
行政書士　土地家屋調査士

提出方法は、FAX、郵送など、特に指定はございません。
ご都合のよい方法で、右記連絡先にご提出ください。

連絡先

〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル22階　東海税理士会（研修担当）
電話：052-581-7508　FAX：052-561-2866

ご提出いただいた「受講時間認定申請書」につきましては、本会認定研修等審査会にて審査したのち、
以下のように結果を通知いたします。

申 請申 請
承 認

否 認

２か月以内に研修受講履歴
に反映されます。研修申込み
サイトにて、履歴をご確認く
ださい。

２か月以内に「否認通知」が
郵送されます。

会  員

受講時間認定申請書
（研修細則実施要領第17条関係）

案内文などの添付
＋

本  会（受理）
認定研修等審査会（審査）

対象となる研修（Ⅲその他の研修）を受講された場合、受講日の翌月15日までに以下の
提出書類を本会事務局までご提出ください。受講時間にカウントいたします。

対象となる研修 受講時間の制限 提 出 物（受講日の翌月15日までに提出）



（第６号様式） 
                              平成２８年８月１０日 
 
東海税理士会 御中 
 

受講時間認定申請書 
（研修細則実施要領第17条関係） 

 

１．申 請 者 申請者氏名  会 員 太 郎      印 （登録番号  ９９９９９９ ） 

（所属支部        ）（本会入会日Ｈ××年 ４月 ５日） 

        〒４５０－０００３

事務所所在地  愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９    

        住友生命名古屋ビル２２階           

連 絡 先 T E L  ０５２（ ５８１ ） ７５０８     

F A X   ０５２（ ５６１ ） ２８６６     

E-mail                        
 

２．実施内容

  

実施団体名  ○×△士協会                    

日 時 平成２８年 ８月 ８日（月） 

（１３時３０分 ～１６時３０分)(時間数： ３時間００分 )

会 場  ○×△会館ホール                  

 講 師 名  □ □ □ □ 氏                

  

研修テーマ  判例分析と実務上の留意点              

  

研修の概要  最近の判例を分析し、実務上の留意点について解説   

                                   

                                  

（上記の研修の概要については、別紙添付可） 

認定の可否 理     由 

可 否  

※① 案内文等研修内容が確認できるものを添付してください。 
   ② 他の税理士会の認定研修を受講した場合には、実施団体名の後に認定である旨を付記して 

ください。 
   ③ 認定の可否理由欄は、記入しないでください。 

12

他の士業団体が実施する研修の場合

申請書記載例

受講が確認できる
書類を必ず添付して
ください



13

対象となる事由に該当する場合は、「研修受講義務免除申請書」と該当の添付書類を提出する
ことで、研修受講義務の免除を申請することができます。

5. 研修受講義務免除申請書の提出方法について5. 研修受講義務免除申請書の提出方法について

対象となる事由 添付書類
※提出された書類は免除の可否に
　関わらず返却いたしません。

東海税理士会ホームページに掲載しています。印刷して
お使いください。また、記載例も掲載していますので、記
入方法をご確認の上、お間違いのないようお確かめくだ
さい。

研修受講義務免除申請書

研修受講義務免除の承認を受けた期間内に、免除事由のいずれにも該当しなくなった場合は、「研修受
講義務免除事由がなくなった旨の届出書」を提出し、免除が終了したことを報告してください。届出書は

申請が承認された方に別途郵送いたします。

震災、風水害、
火災などの災害

出産、育児

介護など

報酬のある公職に
就いている

（税理士法第43条後段）

国会議員
又は地方公共団体の議員

負傷
又は疾病による療養

り災証明書

母子手帳の写し

介護認定書
その他これに準ずる書類

勤務証明書
その他これに準ずる書類

議員であることを
証する書類

医師の診断書
添付書類が提出できな
い場合は、別途「申述
書」を提出してください。

「育児」を理由とする場
合には、併せて「申述
書」を提出してください。

併せて「申述書」を提出
してください。

参考書式 平成　　　年　　　月　　　日

東 海 税 理 士 会

会　長 殿
登録番号　第　　　　　　　号

支部

事務所　〒

所在地

氏名 ㊞

電話 （　　　）

生年月日　　　　　年　　　月　　　日

　私は、研修規則第６条に基づく研修受講義務免除申請書を提出するにあたり、免除申請を

しなければならない理由等を下記の通り詳細に申述したします。

１．免除を受けようとする理由　　（規則第６条第１項第　   号該当）

（なるべく具体的に記載してください）

研修受講義務免除に関する申述書

記

申述書（参考書式）

（第１号様式） 【免除申請書　表面】

平成　　　年　　　月　　　日

東 海 税 理 士 会

殿長　会
登録番号　第　　　　　　　号

支部

事務所　〒

所在地

氏名 ㊞

電話 （　　　）

生年月日　　　　　年　　　月　　　日

　私は、研修規則第６条に基づき、研修受講義務の免除を受けたいので、下記の通り申請します。

　なお、研修規則第６条第１項各号のいずれにも該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を

本会に通知いたします。

１．研修受講免除申請期間

ａ 平成　  年　  月　  日から　平成　  年    月    日までの　   ヵ月間

（免除期間の終了日は、申請する事業年度の末日までです。　　細則第10条第1項）

ｂ 受講免除時間　　　　　36時間　÷　12月　×　ａ　＝　   時間

ｃ 今年度受講義務時間　　36時間　－　ｂ　　　　　　＝　   時間

注：　免除期間の算定にあたっては、15日以上は１ヵ月とし、15日未満は切り捨てる。

２．免除を受けようとする理由　　（規則第６条第１項第　   号該当）

具体的理由の記載

３．添付書類　（規則第６条第１項第　　  号　　該当番号　　  　『裏面参照』）

具体的添付書類名の記載

研修受講義務免除申請書

記

東海税理士会ホームページ
に掲載しています。

研修受講義務免除申請書は、添付書類と共に郵送にて
右記連絡先までご提出ください。

連絡先

〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル22階　東海税理士会（研修担当）
電話：052-581-7508

申請手続きの流れ

・税理士会理事会
・連合会

研修受講義務免除申請書
※該当する添付書類を忘れずに

申 請申 請 報 告

通 知通 知

報 告

免除申請の認定可否に
ついては審査終了後、
１か月頃を目安に郵送に
て通知いたします。

会  員

会  員
本  会（受理）

認定研修等審査会（審査）
税理士会会長
（承認）

※申請書受理日から
　２か月以内に審査
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6.Ｑ＆Ａ6.Ｑ＆Ａ

支部が主催する勉強会及び研修会は受講時間に算入されますか？

支部が主催する勉強会等で研修規則第４条に規定する研修の科目（P２参照）であれ
ば会員研修に該当し、受講時間に算入されます。ただし、これ以外の任意の勉強会は原
則受講時間に算入されません。（Q14 参照）

Q1

A

認定研修について教えてください。

大学等や民間団体が実施する研修であらかじめ主催者からの申請があり、本会が認定
した研修です。なお、認定研修については、実施団体から出席者の報告があるため、税
理士会員からの申請は必要ありません。

Q2

A

東海税理士協同組合等が実施する研修は受講時間に算入されますか？

本会または日税連の関連団体が実施する研修は、研修規則第４条に規定する研修の科
目（P2 参照）であれば、会員研修に該当しますので受講時間に算入されます。
（本会の関連団体とは、東海税理士協同組合、東海税理士政治連盟となります）

Q3

A

受講時間の算入に申請が必要な研修にはどのようなものがありますか？

税理士会員が、独自に受講した研修（研修内容、講師等が研修として相応しいものに限る）
で、P２研修の種類Ⅲ（その他の研修）に該当するものについては、申請が必要となりま
す。受講時間認定申請書（第６号様式）の記載方法については P12を参照してください。

Q4

A

租税教育の授業や、法人会、青色申告会などの簿記講習会等の講師を
務めた場合の取り扱いは、どのようになっているのですか？

学童や一般納税者、経理担当者等を対象とした講習等の講師を務めても受講時間に
算入されません。

Q5

A
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一定の研修の講師を務めたときに、３倍の時間が受講時間に算入され
るとのことですが、どのような研修が該当しますか？

会員研修、認定研修が該当しますが、その他の研修でも内容等により該当するものが
あります。

Q6

A

本会又は支部の会議等に参加した場合、受講時間に算入されますか？

平成２８年４月からすべての会議等は研修の受講時間に算入されません。

Q7

A

他支部の研修会に出席した場合でも受講時間に算入されますか？

受講時間に算入されます。
ただし、あらかじめ当該主催者に受講の承諾を得てください。

Q8

A

他会から本会ヘ中途入会しました。受講時間の取り扱いはどうなりますか？

事業年度の中途において他会から本会に入会した会員が、異動前の税理士会において
受講時間として認められたものがあるときは、当該受講時聞を本会で受講したものと
みなします。

Q9

A

この度、税理士登録しました。３６時間以上の研修の受講義務の取り扱
いはどうなりますか？

事業年度の中途において新規登録した会員が受講しなければならない研修時間は、入会
月の翌月からの月数按分により算定します。

Q10

A
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マルチメディア研修をインターネットまたは支部からＤＶＤ等を借りて
視聴した場合も、申請書を提出するのですか ?

「研修受講管理システム」から受講記録の登録（P10参照）ができますので、
申請書の提出は不要です。

Q11

A

研修会等で著名な講師が出演している市販の DVD 等を視聴した場合
は、受講時間として算入されますか？

受講時間にはなりません。ただし、支部主催でそのＤＶＤを教材として参加者が受講す
れば、研修時間に算入することができます。

Q12

A

本や雑誌を読んでレポートを提出した場合、受講時間に認定されないの
ですか？
受講時間にはなりません。ただし、日本税務研究センターの「日税研通信ゼミ」については受講
時間になります。「日税研通信ゼミ」とは、日税連の関連団体である日税研が主催する研修で、機
関誌「税研」等を利用し、学習した結果をレポートとして提出、審査委員会で確認をし、相応しい
と判断されたものに、一定の受講時聞を認定するものです。
詳しくは、日本税務研究センター (03-5435-0912) までお問い合わせください。

税理士団体（会員で構成された団体。例：税理士法人、大規模税理士事務所）が実施する
研修で、本会の会員が２０名程度出席し、研修規則第４条に規定する研修の科目（P２参
照）であれば、その他の研修の範囲として認められます。なお、申請手続は、研修を実施し
た税理士団体が、出席者全員分をとりまとめて行います。

Q13

A

税理士同士の勉強会、事務所内の研修は認められるのですか？Q14

A

３６時間をクリアできなかった場合、罰則はあるのですか？
３６時間以上の研修を受講できなかった場合、原則的には会則遵守義務違反となります。３６
時間以上の研修を受講し、研修受講義務を達成してください。なお、平成３０年度分（平成３０
年４月１日から平成３１年３月３１日）から、研修受講義務の履行等の情報は、日税連のホーム
ページ（税理士情報検索サイト）で公表されます。情報の公表は、平成３１年１０月１日に行わ
れる予定です。

Q15

A



17

病気による長期療養中のため研修が受講できません。どのように対処
すればよいですか？
負傷又は疾病により療養していること、出産・育児・介護・その他これらに類する事由によ
ること等の事由に該当する場合、「研修受講義務免除申請書」の提出により受講義務の免
除を申請することができます。（P13 参照）なお、免除事由に該当しなくなったときは、遅滞
なく「研修受講義務免除事由がなくなった旨の届出書」を提出しなければなりません。　

Q16

A

受講記録を確認したのですが、受講したはずの研修が記録されていま
せん。どうすればよいでしょうか？

受講記録は１週間～１か月の間に研修受講管理システムに登録することとなっていま
すが、登録が遅れる場合もありますので、本会事務局研修担当（052-581-7508）に
ご連絡ください。

Q17

A

その他ご不明な点がございましたら
本会事務局研修担当 （052-581-7508） まで、
お問い合わせください。

東京税理士会研修部発行「研修ガイド」、関東信越税理士会発行「会報」をご了解の上、参考にさせていただきました。



〒 450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南

2-14-19
住友生命名古屋ビル22F
TEL：052-581-7508

東海税理士会
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